
雨
の
中
60
名
が
参
加

沿
道
か
ら
も
た
く
さ
ん
の
声
援

「
く
ら
し
と
憲
法
守
る
パ
レ
ー
ド
」
は
地

域
の
新
日
本
婦
人
の
会
、
生
活
と
健
康
を
守

る
会
、
民
主
商
工
会
、
民
主
青
年
同
盟
、
宗

教
者
、
日
本
共
産
党
、
趣
旨
に
賛
同
す
る
個

人
の
方
々
60
名
の
参
加
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

思
い
を
こ
め
て
つ
く
っ
た
プ
ラ
カ
ー
ド
、

風
車
や
風
船
、
の
ぼ
り
を
も
ち
な
が
ら
、
途

中
か
ら
降
り
出
し
た
雨
に
も
負
け
ず
、
「
定

率
減
税
復
活
せ
よ
ー
」
「
大
企
業
・
金
持
ち

減
税
許
さ
な
い
ぞ
ー
」
「
日
本
を
戦
争
す
る

国
に
す
る
な
ー
」
「
消
え
た
年
金

国
の
責

任
果
た
せ
ー
」
と
元
気
な
声
を
ま
ち
中
に
響

か
せ
ま
し
た
。
沿
道
か
ら
は
拍
手
や
「
が
ん

ば
れ
よ
ー
」
と
た
く
さ
ん
の
方
か
ら
声
援
が

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

パ
レ
ー
ド
は
10
時
に
旗
の
台
公
園
を
出
発
、

旗
の
台
商
店
街
・
荏
原
町
商
店
街
・
荏
原
町

駅
前
・
仲
通
り
・

昭
和
通
り
商
店
街
・

浪
花
会
通
り
商
店

街
・
東
中
延
公
園

ま
で
約
３
㎞
。

こ
れ
か
ら
も
く

ら
し
・
憲
法
守
る

た
め
、
ご
一
緒
に

声
に
出
し
、
行
動

し
て
い
き
ま
し
ょ

う
。
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住
民
税
は
２
倍
を
超
え
る
大
増
税
、
払
っ
た
年
金
は
い
っ
た
い
も
ら
え

る
の
？
憲
法
変
え
る
手
続
き
法
案
強
行
可
決
、
「
も
う
黙
っ
て
は
い
ら
れ

な
い
」
と
６
月
10
日
、
旗
の
台
と
中
延
の
地
域
で
「
く
ら
し
と
憲
法
守
る

パ
レ
ー
ド
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

2007．6.10
旗の台・中延地域の



６
月
か
ら
の
住
民
税
の
大
増
税
に

対
し
て
驚
き
と
怒
り
が
広
が
っ
て
い

ま
す
。
日
本
共
産
党
は
、
住
民
税
中

止
を
求
め
る
緊
急
署
名
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
が
、
同
時
に
、
「
今
あ
る

制
度
活
用
で
減
税
を
」
と
お
知
ら
せ

を
し
て
い
ま
す
。

要
介
護
４
と
５
の
方
に

品
川
区
が
認
定
証
発
行

要
介
護
４
と
５
の
方
に
対
し
て
、

障
害
者
手
帳
が
な
く
て
も
、
品
川
区

か
ら
「
特
別
障
害
者
に
準
ず
る
」
と

し
て
『
認
定
証
』
が
発
行
さ
れ
ま
す
。

こ
の
認
定
証
が
あ
れ
ば
、
障
害
者
と

同
様
の
控
除
（
上
記
表
参
照
）
が
受

け
ら
れ
ま
す
。
特
に
70
歳
以
上
で
要

介
護
４
か
５
の
親
を
扶
養
し
て
い
る

場
合
、
所
得
税
で
１
３
３
万
円
、
住

民
税
で
98
万
円
の
控
除
が
さ
れ
ま
す
。

軽
度
・
中
度
の
要
介
護
者
へ

も
対
象
拡
大
を

ー
23
区
で
17
区
ま
で
広
が
る

私
・
鈴
木
は
02
年
３
月
の
予
算
議

会
総
括
質
問
の
と
き
か
ら
、
軽
度
・

中
度
の
要
介
護
者
ま
で
「
障
害
者
に

準
ず
る
」
認
定
証
を
発
行
す
べ
き
と

質
問
。
そ
の
後
も
機
会
あ
る
ご
と
に

取
り
上
げ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
共
産

党
区
議
団
と
し
て
区
長
要
望
も
何
度

も
行
っ
て
き
ま
し
た
。

23
区
で
は
す
で
に
17
区
ま
で
「
軽
・

中
度
の
障
害
者
に
準
ず
る
」
と
の
認

定
証
を
発
行
し
て
い
ま
す(

下
の
表
参

照
）
。
品
川
区
も
対
象
拡
大
に
足
を

踏
み
出
す
べ
き
で
す
。

６月27日(水)午後6：30～
鈴木ひろ子事務所

中延2-11-7 ℡3783－8833

所得税 住民税

障害者 27万円 26万円

特別障害者（重
度、寝たきり）

40万円 30万円

●障害者控除額
（本人、配偶者、扶養親族とも）

所得税 住民税

老人扶養親族 48万円 38万円

同居老親等加算 10万円 7万円

同居特別障害者加算 35万円 23万円

特別障害者 40万円 30万円

控除額合計 133万円 98万円

●同居する特別障害者の親（70歳以上）

を扶養する場合の控除額


